
‐
荻
鰹
右
Ｐ
“
余
ソ
＃

内
閣
人
第
一
砂
鬼
号

内
閣
人
第
一
砂
鬼
号

松
本
国
務
大
臣

上 小盛
山
国
務
大

鈴
木
国
務
大

最
高
裁
判
所
長
官
戸
倉
三
郎
は
裁
判
所
法
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
り
八
月

官
と
な
り
ま
す
の
で
、
そ
の
後
任
と
し
て
、
内
閣
は
最
高
裁
判
所
判
事
今
崎
去

所
判
事
今
崎
幸

内
閣
総
理
大
臣

泉
国
務
大
臣

川

国
務
大
臣

鯛2
起案起案

令
和
久

令
和
久坂

本
国
務
大
臣

武
見
国
務
大
臣

雲

齋
藤

斉
藤

雲

齋
藤

斉
藤

新
藤
国
務
大
臣

河

野

国
務
大

年年
藤
国
務
大
臣

、

惹
月
八

惹
月
八

内
閣
官
房

内
閣
官
房
副
長
官

日日

長
官
材
側
州

鳥 I
加 木
原
国
務
大
国
芦
凹
郵
似
一
高

自
余
年
蟻
月

余
年
蟻
月

値厩

b

藤
国
務
大

見
国
務
大
臣

年年年年

月’月’ 月月
｝

日 日|日 垣

彦
を
最
高
裁

裏 施
行Ｉ 施行’
令
和Ｉ

公
布
令
和

内
閣
総
務
官

r=松松

市
国
務
大
臣

村村

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣

年 年十

日
定
年
退

月 月

級級慧 ｜

’
日 日

内 閣
×



凸

項

口
閣’内

の

I

●

●

6

I

Ⅱ
凹
日
、
側
１
１
？
Ｌ
■
１

最
高
裁

判

所
長
官
に
任
命
す
る

Ｉ

■
■
■
■
■
日
日
日
日
Ⅱ
日
日
■
■
■
わ

｡

最
高
裁
判
所
判
事
今
時
幸
彦

0

判

所
長
官
に

指

名
し
、
左
の
と
お
り
閣
議
決
定
の
上
上
奏
い
た
し
た
い
。
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~丁亨1 ■ 裁 判 所

I! 年
号Ｉ

本
籍

出
生
地

現
住
所

〃〃 〃〃 I 〃 I 〃 〃〃〃 ﾉノ

戸
国

眠
ｌ
朏
脚
肘
い
Ｉ
Ⅱ
１
１
Ⅲ
Ｌ
ｋ
‐
ｈ
脈
仏
ｒ
隅
Ｉ
ｈ
ｌ
ｒ
ｌ
，
Ｉ
Ｈ
Ｍ
ｌ
ｒ
ｌ
ｒ
ｌ
ｋ
Ｉ
ｌ
ｌ
抄
祁
ｎ
Ｉ
ｈ
Ｉ
旧
Ｉ
Ⅱ
ｒ
冊

咽
り
Ｌ
且
■
■
■
日
日
■
■
ｉ
叩
Ｉ
１
Ｌ
１

'
舟

1

｝
エ
ー
ハ

五
五
一

一
ハ
ー
ニ

一
ハ
ー
ー

五
八

’兎nH

l
Tw 』

& l
JIW

に
〃 〃〃ﾉノ〃

ｌ
■
Ｐ
９

口
閏
け
り朏

岻
、
，
ｗ
“
叩
Ｉ磯

と
げ
！
鑑

○
一
一
一八 四 四四 ポ

ド 《

－１
１

〃

召
日
司
４
０
１
６
１
１
叱
儂
り
。
０
◆
正
刑
Ⅱ

隅
△
陥
凋
，
門
‐
叩
睦
心
陀
一

Ｆ

恥
郎
△
型
７
０

Ｊ
７
．
珊
昌
＃
〃

服

溌

い

の

心

且

画
ｊ

笹

鮓
腹
り
い
Ｐ
ｈ
‐
脈
ト
ー
ト
Ｍ
Ｌ
脾
ｌ
恥
Ｅ
脚
ｂ
伊
卜
ｒ
Ｍ
ｈ
．
ｆ
妖
肚
り
い
１
隅
岬
１
０
別
ｌ
ｌ
ｈ
ｈ
Ｗ
ｒ
６
ｌ
ト
ー
１
１
‐
Ｉ
Ｆ
ｂ
慨
Ｉ
ｈ
Ｗ
Ｉ
ｒ
ｒ
や
伽
叶
い
Ｌ
ｌ
弘
ｒ
ｋ
伴
塔
卜
凶
瞼
峰
Ｋ
ぃ

ｉ
１
眠
椚
ａ
陥
凋
○
○
日
。
●
勾
咽
●
．
－
’
一
畑
翻
一
四
・
１
‐
‐
‐
釧
１

Ｆ

恥
郎
Ｐ
△
型

Ｊ

服
７
．
珊
昌
＃
恥

l

1

J

パ

『

t

1

I

二

四

二

四

判Ⅸ９１２
慰
凱

▼
△

ぬ
ｒ
偵
凸
豚
皿
幽
一
＆

寺

Ｆ
１
凶
口

呵
吟
ｄ
砂

ｒ

溌酔

ａ

９
，

，

Ｄ

Ｊ
旧
△

罰
両
ヴ
も
Ⅸ
叩
叺
嗣
旧
Ｊ
叫
唖
一
■

〃〃 〃 一

七

一
一
一

P

｛
ハ

１
１
西
Ｐ
且
’
甘
’
‐
●
Ｉ

線

Ｆ
Ｈ
Ｉ
刊
Ｉ
ｖ
ｆ
Ｍ
Ｉ
出
１
１

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

京
都
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
付
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

判
事
補
に
任
命
す
る

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
付
を
免
ず
る

外
務
事
務
官
（
ア
ジ
ア
局
南
東
ア
ジ
ア
第
二
課
）
に
併
任
す
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Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｒ
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Ｉ
Ｉ
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■
ｒ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
ｒ
凸
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さ
き
崎最

高
裁
判
所

内 最
高
裁
判
所

法
務
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司
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管
理
委
員
会
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ゆ
き
ひ
こ

幸
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甦

裁 判 所

〃 〃 〃 〃 ″

一
一
一

〃 〃 〃 平
成
元

年
号

〃 〃 〃

五 四

〃

五

〃

四
月

一
一
ハ

一

五

〃 一

四 一
〃 一
一
一
ハ

〃

一

日

簡
易
裁
判
所
判
事
兼
判
事
補
に
任
命
す
る

辞
職
を
承
認
す
る

帰
朝
（
東
京
）

マ
ニ
ラ
出
発

帰
朝
を
命
ず
る

マ
ニ
ラ
着
任

8

東
京
出
発

（
期
間
は
平
成
元
年
四
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
）

ア
ジ
ア
局
南
東
ア
ジ
ア
第
二
課
に
併
任
す
る

二
等
書
記
官
を
命
ず
る

せ
る
外
務
事
務
官
（
在
フ
ィ
リ
ピ
ン
日
本
国
大
使
館
）
に
転
任
さ

解
除
す
る

外
務
事
務
官
（
ア
ジ
ア
局
南
東
ア
ジ
ア
第
二
課
）
の
併
任
を

る

事
項

内
閣

〃 〃 〃 〃

外
務
省 庁
名

2丁

今
崎
幸
彦



上

亀

裁 判 所

〃

一

四

″

一
一
一

〃

一

○

〃 〃

七

″

一
ハ

平
成
三

年
号

四 四 四

〃

五 四 五
月

一 － 一

〃 二

七 一

一
一
ハ

日

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
三
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
一
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
二
課
長
を
免
じ

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
二
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

京
都
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

京
都
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

事
項

〃 〃 最
高
裁
判
所

内
閣

ﾉノ 最
高
裁
判
所

庁
名

3丁

今
崎
幸
彦



pや

I

裁 判 所

〃 〃 〃

ー

七

〃 〃 〃 〃

1■■■■■■

一
ハ

〃 〃 〃

一

五

平
成
一
四

年
号

〃 〃

五

一
一
一

一

○ 八 四

一

○ 四
一
一
一 九

月

〃 二

七

一
一
一
ハ
一

二

○
一

一

四

一

七

一
一
七

三

○
日

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

法
制
審
議
会
幹
事
を
免
ず
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
三
課
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
一
課
長
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
を
命
ず
る

事
項

内
閣

最
高
裁
判
所

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃 〃 〃 〃 法
務
省

最
高
裁
判
所
庁
名

4丁

今
崎
幸
彦



6

I

炭

底

裁 判 所

〃 〃 〃

二

五

〃

二

四

″

一
一
一
一
一

″
一
一
一
・
一

平
成
二
○

年
号

〃 ‐ 〃

一 一 一 九 二
月

〃

八 一
一 一

一

一

四 四
日

国
立
国
会
図
書
館
支
部
最
高
裁
判
所
図
書
館
長
を
命
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
図
書
館
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
長
‐
を
命
ず
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
の
指
名
を
解
く

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
を
免
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
を
命
ず
る

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

事

項

国
立
国
会
図
書
館

〃 〃 〃 〃 〃 〃 最
高
裁
判
所
庁
名

5丁

今
崎
幸
彦



鮎も

肉

裁 判 所

〃 〃

二

七

″
一
一
一
ハ

〃 〃 平
成
二
五

年
号

〃

一
一
一 八

〃

九 一
月

〃
一

二

○

一

四

一

四 九

一
一
ハ

日

国
立
国
会
図
書
館
支
部
最
高
裁
判
所
図
書
館
長
を
免
ず
る

水
戸
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

水
戸
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
図
書
館
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
長
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
を
免
ず
る

免
ず
る

書
課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
の
事
務
取
扱
を

広
報
課
長
堀
田
眞
哉
帰
国
に
つ
き
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局

扱
を
命
ず
る

局
秘
書
課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
の
事
務
取

広
報
課
長
堀
田
眞
哉
海
外
出
張
不
在
中
最
高
裁
判
所
事
務
総

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
に
任
命
す
る

事

項

国
立
国
会
図
書
館

最
高
裁
判
所

法
務
省

〃

、

最
高
裁
判
所

法
務
省 庁
名

6丁

今
崎
幸
彦
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